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【議会で使用される用語】 

 

 本日の報告・意見交換会で使用される用語について、概要 

を掲載いたしましたので、参考にご覧ください。 

 

 

本会議  市議会は、年４回開かれる定例会と必要に応じて

開かれ臨時会があります。 

佐久市では、３月、６月、９月、１２月に開催す

ることとなっています。 

     本会議は、会期中に本会議場で全議員で行なう会

議で、市の仕事について質問したり、市の提出する

議案について話し合い、議会としての最終的な意思

を決定します。 

 

常任委員会 市の仕事は、範囲が広く、複雑化しているため、

本会議で決定する前に、議員が幾つかのグループに

分かれて、市の仕事や提出された議案を調べたり、

話しあいをします。この会議を委員会といいます。 
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     佐久市議会には佐久市議会委員会条例で定めら

れた、総務文教委員会、経済建設委員会、社会委員

会 の３つの常任委員会があります。 

 

特別委員会 常任委員会とは別に、市の抱える特定の課題な

どについて、調査、研究を行なうために、本会議の

決定により設けられる委員会です。 

    常任委員会と違い、必要とされる場合に設けられる

もので、現在は、高速交通網特別委員会、地域医療

問題特別委員会、議会改革特別委員会、広報広聴特

別委員会の４委員会が設けられています。 

 

付託議案 議会で決定する議案をその内容によって担当す

る委員会に割り振ることを付託といいます。 

     つまり、付託議案とは、その委員会に割り振られ

た議案のことを言います。 

議案や請願・陳情などは、それぞれの常任委員会

で協議され、その結果を本会議に報告し、最終的に

本会議で決定します。常任委員会はそれぞれ、 
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総務文教委員会は、総務部、企画部、教育委員会

などに関係する事柄を担当します。 

     経済建設委員会は、経済部、建設部、生活排水部

に関係する事柄を担当します。 

     社会委員会は、市民健康部、福祉部、浅間総合病

院、環境整備推進局などに関係する事柄を担当しま

す。 

     

案件区分 議会で議決しなければならないことは、条例や予

算を定めること、決算を認定することなど法律で定

められています。 

     市が、議会に議案を提出するときには、議案の内

容によって、主に 

    条例案…条例を定めたり、改めたり、廃止するもの 

    予算案…予算を定めるもの 

    決算認定…決算を認定するもの 

    事件案…法に定められたうちその他のもの 

のように分類しています。 
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請願・陳情 

   憲法や地方自治法により、市民の皆さんは、市政など

についての要望や意見を議会に出すことができます。 

   議会に出すとき、佐久市議会議員の紹介のあるものを

請願、ないものを陳情といいます。 

   請願・陳情とも審査の方法に変わりはありません。 

   また、内容によって、それぞれ委員会に付託し、協議

した結果を本会議で決定します。 

 

継続審査 

   議会は会期制がとられているため、議会に提案された

案件が会期中に結論を出すに至らない場合は、会期終了

をもって廃案となってしまいます。 

   そこで、更に審査が必要な案件については、本会議で

継続審査とする旨の議決を行い、次の議会までの閉会中

に、付託を受けた委員会で審査を行うことを言います。 


